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(57)【要約】
　より優れたコンディショニングおよび／または耐変色性を示すパーソナルケア製品を、
あるホスフェートエステルおよびポリクアットの混合物の使用により、得ることができる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーソナルケア製品であって、
　ａ）その構造中に４つより多い第四級窒素を有し、そして約４、０００～約２、０００
、０００の重量平均分子量を有する少なくとも１種のポリクオタニウム化合物、
　ｂ）脂肪アルコールのアルコキシル化されたホスフェートエステルと脂肪アルコールの
アルコキシル化されていないホスフェートエステルとの混合物、
　ここで、該ホスフェートエステルは、約Ｃ８～約Ｃ２２の鎖長を有する脂肪アルコール
系基を有し、該アルコキシ基は、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイドまたはそれ
らの混合物を含み、そして１モルの脂肪アルコール系基当たり、約１～約５０モルのアル
キレンオキサイドが使用され、該アルコキシル化されたホスフェートエステルおよび該ア
ルコキシル化されていないホスフェートエステルは、約６０ｗｔ％以下の該ホスフェート
エステルがアルコキシル化されている様な量で存在し、そして該アルコキシル化されたホ
スフェートエステルおよび該アルコキシル化されていないホスフェートエステルは、モノ
ホスフェートエステルおよびジホスフェートエステルの両方を含み、ジホスフェートエス
テルの量は、該ホスフェートエステルの全量の少なくとも約４０ｗｔ％であり、そして該
ホスフェートエステル：該ポリクオタニウム化合物の比が、約１．５：１～約１００：１
であり；そして該ホスフェートエステルおよび該ポリクオタニウム化合物の全量は、該パ
ーソナルケア製品の約０．２０ｗｔ％～約１５ｗｔ％の範囲である、および、
　ｃ）追加成分、
を含んで成る、パーソナルケア製品。
【請求項２】
　該アルコキシル化されたジホスフェートエステルおよびアルコキシル化されていないジ
ホスフェートエステルが、アルコキシル化されたモノホスフェートエステルおよびアルコ
キシル化されていないモノホスフェートエステルの量以上の量で存在し、そして該アルコ
キシル化されていないホスフェートエステルが、アルコキシル化されたホスフェートエス
テルの量以上の量で存在する、請求項１のパーソナルケア製品。
【請求項３】
　該製品が、シャンプー、コンディショナー、コンディショニングシャンプー、ボディウ
ォッシュ、クレンザー、ヘアカラーおよびヘアリラクサーからなる群から選択される、請
求項１または２に記載のパーソナルケア製品。
【請求項４】
　該製品が、合成的に着色した頭髪と関連した使用のための、シャンプー、コンディショ
ナー、またはコンディショニングシャンプーからなる群から選択される、請求項１～３の
いずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項５】
　該製品が、ヘアカラーである、請求項１～４のいずれか一項に記載のパーソナルケア製
品。
【請求項６】
　該製品が、ヘアリラクサーである、請求項１～５のいずれか一項に記載のパーソナルケ
ア製品。
【請求項７】
　該製品が、パーソナルケア製品で処理された頭髪サンプルの湿らせた髪の櫛梳き力を、
水と比較して少なくとも約１０ジュール低下させることができる、請求項１～６のいずれ
か一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項８】
　該製品が、パーソナルケア製品で処理された頭髪サンプルの湿らせた髪の櫛梳き力を、
水と比較して少なくとも約２０ジュール低下させることができる、請求項１～７のいずれ
か一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項９】
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　本発明の該ホスフェートエステルおよびポリクオタニウム化合物のない同じ製品と比較
して、該製品が、１５回洗浄後に色変化を減少させることができる、請求項１～８のいず
れか一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項１０】
　パーソナルケア製品であって、
　ａ）１００以上の第四級窒素基を有し、そして約３０、０００～約１、０００、０００
の重量平均分子量を有するポリクオタニウム化合物、
　ｂ）脂肪アルコールのアルコキシル化されていないホスフェートエステル、
　ここで、該ホスフェートエステルは、約Ｃ１２～約Ｃ１８の鎖長を有する脂肪アルコー
ル系基を有し、該ホスフェートエステルの該ポリクオタニウム化合物に対する比が、２以
上であり、そして該ホスフェートエステルおよび該ポリクオタニウム化合物の全量は、該
パーソナルケア製品の約０．５ｗｔ％～約５ｗｔ％の範囲である、および、
　ｃ）追加成分、
を含んで成る、パーソナルケア製品。
【請求項１１】
　該アルコキシル化されていないホスフェートエステルが、モノホスフェートエステルと
ジホスフェートエステルとの混合物として存在し、ジホスフェートエステルの量が、モノ
ホスフェートエステルの量より多い、請求項１０に記載のパーソナルケア製品。
【請求項１２】
　該製品が、シャンプー、コンディショナー、コンディショニングシャンプー、ボディウ
ォッシュ、クレンザー、ヘアカラーおよびヘアリラクサーからなる群から選択される、請
求項１０～１１のいずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項１３】
　該製品が、合成的に着色した頭髪との関連した使用のための、シャンプー、コンディシ
ョナー、またはコンディショニングシャンプーからなる群から選択される請求項１０～１
２のいずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項１４】
　該製品が、ヘアカラーであり、そして該ホスフェートエステルの該ポリクオタニウム化
合物に対する比が４以上である、請求項１０～１３のいずれか一項に記載のパーソナルケ
ア製品。
【請求項１５】
　該製品が、ヘアリラクサーである、請求項１０～１４のいずれか一項に記載のパーソナ
ルケア製品。
【請求項１６】
　該製品が、パーソナルケア製品で処理された頭髪サンプルの湿らせた髪の櫛梳き力を、
水と比較して少なくとも約１０ジュール低下させることができる、請求項１０～１５のい
ずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項１７】
　該製品が、パーソナルケア製品で処理された頭髪サンプルの湿らせた髪の櫛梳き力を、
水と比較して少なくとも約１０ジュール低下させることができる、請求項１０～１６のい
ずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【請求項１８】
　本発明の該ホスフェートエステルおよびポリクオタニウム化合物のない同じ製品と比較
して、該製品が、１５回洗浄後に色変化を減少させることができる、請求項１０～１７の
いずれか一項に記載のパーソナルケア製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連した出願へのクロスリファレンス
　本願は、２００７年７月２７日に出願された米国仮特許出願第６０／９６２、２１３号
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明細書の出願日の利益を主張し、その開示を参照により本明細書中に取り込む。
【０００２】
　本発明は、コンディショニング特性を基質、さらに特に、頭髪および皮膚で高め、そし
て独立してコンディショニング特性を与える、ポリクオタニウム化合物堆積助剤としての
リンを含有する乳化剤に関する。
【背景技術】
【０００３】
　Ｐａｒｋの米国特許第３、９６３、６２８号明細書、およびＤｅｇｕｃｈｉらの米国特
許第４、３６９、１３４号明細書に開示されたもの等のアルコキシル化脂肪アルコールの
ホスフェートエステルは、水中油型エマルジョン用乳化剤として記載されている。本願の
譲受人であるＣｒｏｄａ、Ｉｎｃに譲渡された米国特許第６、１１７、９１５号明細書は
、とりわけ、アルコキシル化されたおよびアルコキシル化されていない脂肪アルコールの
モノホスフェートエステルおよびジホスフェートエステルの混合物を開示する。これらの
材料は、より優れた乳化剤であると記載されており、そして、洗剤として、クオタニウム
－２６を含む、他の従来の成分と混合できる。
【０００４】
　米国特許第４、３８１、２５９号明細書は、また乳化剤として、エチレンオキサイドお
よびプロピレンオキサイドによりアルコキシル化された、一般的にＣ８～Ｃ１８の範囲の
脂肪アルコールのモノおよびジアルコキシル化ホスフェートエステルの混合物を開示する
。これらは、とりわけ、第四級のグアーガムと混合できる。米国特許第４、２９８、４９
４号明細書は、種々の脂肪アルコールのモノおよびジエトキシル化ホスフェートエステル
の混合物の類似の開示を含む。これらは、ポリガラクトマンナンガムを混合できる。最後
に、米国特許第５、６８３、６８３号明細書は、脂肪アルコール系でない第四級ホスフェ
ートエステルと、ポリクオタニウムまたはグアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロラ
イドとの混合物を記載する。これらの材料はずべてコンディショニング調合物において有
用であるとして記載された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらの従来技術の参照は、混合されたアルコキシル化ホスフェートエステルおよびア
ルコキシル化されていないホスフェートエステルが、コンディショニング特性を高め、そ
してコンディショニング特性を独立して与えるポリカチオン性化合物の堆積を助けるのに
使用できること、またはホスフェートエステルとポリカチオン性化合物との任意の組み合
わせが、特に有益な結果を提供できることを示していない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ポリクオタニウム（ｐｏｌｙｑｕａｔｅｒｎｉｕｍ）化合物（「ポリクアッ
ト」）、ホスフェートエステル、および追加成分を含む調合物、組成物、またはパーソナ
ルケア製品を対象にする。ホスフェートエステルは、脂肪アルコールのアルコキシル化さ
れたまたはアルコキシル化されていないエステルであることができるが、ホスフェートエ
ステルの少なくともいくつかは、アルコキシル化されていない。いくつかの態様において
、アルコキシル化されていないホスフェートエステルのみが使用される。他の態様におい
て、アルコキシル化されていないホスフェートエステルとアルコキシル化されたホスフェ
ートエステルとの混合物が使用される。いずれにしても、アルコキシル化されたホスフェ
ートエステルおよび／またはアルコキシル化されていないホスフェートエステルは、相互
に対して任意の比率で存在できるモノおよび／またはジホスフェートエステルを含むこと
ができる。
【０００７】
　本発明の１つの態様は、その構造中に４つより多い第四級窒素を有し、そして約４００
０～約２、０００、０００の重量平均分子量を有する少なくとも１種のポリクアットを含
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む、パーソナルケア製品である。またこの態様に含まれるのは、直鎖、分枝鎖、飽和もし
くは不飽和および／または置換もしくは非置換であることができる約Ｃ８～約Ｃ２２の鎖
長の脂肪アルコール系基を含む、少なくとも１種のアルコキシル化されていないホスフェ
ートエステルであるこの態様のある形態において、使用されるホスフェートエステルはま
た、アルコキシル化されたホスフェートエステルを含むことができる。
【０００８】
　別の態様は、その構造中に４つより多い第四級窒素を有し、そして約４０００～約２、
０００、０００の重量平均分子量を有する少なくとも１種のポリクオタニウム化合物を含
む、パーソナルケア製品である。またこの態様に含まれるのは、脂肪アルコールのアルコ
キシル化されたホスフェートエステルおよびアルコキシル化されていないホスフェートエ
ステルの混合物（ここで、ホスフェートエステルは、約８～２２炭素原子の鎖長を有する
脂肪アルコール系基を有し、これらのアルコキシ基は、エチレンオキサイド、プロピレン
オキサイド、これらのオキサイドの誘導体、またはそれらの混合物を含む。）である。１
モルの脂肪アルコール系基当たり約１～５０モルのアルキレンオキサイドが使用される。
アルコキシル化されたホスフェートエステルおよびアルコキシル化されていないホスフェ
ートエステルは、約６０ｗｔ％以下のホスフェートエステルがアルコキシル化されている
ような量で一般的に存在し、そしてアルコキシル化されたホスフェートエステルおよびア
ルコキシル化されていないホスフェートエステルが、モノホスフェートエステルおよびジ
ホスフェートエステルの両方を含む。典型的には、この態様におけるジホスフェートエス
テルの量は、ホスフェートエステルの全量の少なくとも約４０ｗｔ％である。さらに、ホ
スフェートエステル：ポリクオタニウム化合物の比は、約１．５：１～約１００：１であ
り、そしてホスフェートエステルとポリクオタニウム化合物とを合せた全量は、パーソナ
ルケア製品の約０．２０ｗｔ％～約１５ｗｔ％である。この態様は、追加成分、およびい
くつかの態様において、複数の追加成分をまた含む。
【０００９】
　別の態様では、１００以上の第四級窒素基を有し、そして約３０、０００～約１、００
０、０００の重量平均分子量を有するポリクアットと、少なくともいくらかの脂肪アルコ
ールのアルコキシル化されていないホスフェートエステルとを含む、パーソナルケア製品
が考えられる。
【００１０】
　また別の態様は、１００以上の第四級窒素基を有し、そして約３０、０００～約１、０
００、０００の重量平均分子量を有するポリクオタニウム化合物と、さらに少なくともい
くらかの脂肪アルコールのアルコキシル化されていないホスフェートエステル（ここで、
ホスフェートエステルは、約１２～約１８炭素の鎖長を有する脂肪アルコール系基を有す
る。）を含む、パーソナルケア製品である。一般的に、ホスフェートエステルのポリクオ
タニウム化合物に対する比は、２以上である。さらに、ホスフェートエステルおよびポリ
クオタニウム化合物の全量は、パーソナルケア製品の約０．５ｗｔ％～約５ｗｔ％の範囲
である。この態様は、追加成分をまた含む。
【００１１】
　いくつかの態様において、本発明は、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシ
ュ、クレンザー、ヘアカラーおよびヘアリラクサーからなる群から選択されるパーソナル
ケア製品に関する。
【００１２】
　他の態様において、本発明は、合成着色頭髪と本明細書中でまた呼ばれる、色処理され
た頭髪の処理を特に目的とした、シャンプー、コンディショナー、コンディショニングシ
ャンプーおよびヘアカラーからなる群から選択されるパーソナルケア製品に関する。
【００１３】
　また他の態様において、これらのパーソナルケア製品は、シャンプー、コンディショナ
ー、コンディショニングシャンプー、合成的に着色した頭髪と関連して使用されるシャン
プーおよび／またはコンディショナー、ボディウォッシュ、クレンザー、スキンケア製品
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またはヘアカラーからなる群から選択される。
【００１４】
　一態様では、本発明は、ヘアリラクサー組成物に関し、ここで、ホスフェートエステル
が、ジセチルホスフェートとセテス（ｃｅｔｅｔｈ）－１０ホスフェートとの混合物であ
る場合、ポリクアットは、ポリクオタニウム－６でなく；そしてポリクアットが、ポリク
オタニウム－６である場合、ホスフェートエステルは、ジセチルホスフェートとセテス－
１０ホスフェートとの混合物でない。
【００１５】
　少なくとも１種のポリクオタニウム化合物および少なくとも１種のアルコキシル化され
ていない脂肪アルコールホスフェートエステルを含むパーソナルケア製品が、従来技術と
比較して、より優れたコンディショニングを与えることを予想外にも見いだした。
【００１６】
　上記に記載した従来技術の特許のいくつかにおいて記載されたものに類似の材料で、一
連の試験を行った。そうした試験の結果を、湿らせた髪の櫛梳き強度により測定したコン
ディショニング力に関して表した。いくつかの材料は、湿らせた髪の櫛梳き強度を、適度
に増加させ、一方、他の材材料は湿らせた髪の櫛梳き強度を低下させた。しかし、いずれ
も水単独での使用より性能における大きな改善を提供しなかった。そして、いずれも本発
明の調合物で観察されたより優れた特性を提供しなかった。
【００１７】
　より優れたコンディショニングは、湿らせた髪の櫛梳き力に関して、測定される全仕事
における減少として定量化できる。「従って、より優れたコンディショニング」は、水の
みで処理した頭髪に比較した場合、少なくとも約１０ジュールの全仕事の減少を意味する
。幾つかの例において、水と比較して少なくとも２０ジュールの減少（全仕事における変
化）が実現される。
【００１８】
　本発明のこれらのパーソナルケア製品のいくつかは、開示されたポリクアットまたはホ
スフェートエステルを使用する同一の製品と比較した場合だけでなく、アルコキシル化さ
れた脂肪アルコールのホスフェートエステルとポリクアットとの混合物、および従来技術
中に記載されたもののような非脂肪アルコール系第四級ホスフェートエステルおよびポリ
クアットと比較した場合にも、優位性を示す。
【００１９】
　いくつかの態様において、本発明のパーソナルケア製品は、より優れた耐変色性を提供
する。「より優れた耐変色性」は、繰り返されたシャンプーおよび／またはコンディショ
ニングが、本発明のポリクアットとホスフェートエステルとの組み合わせのない製品より
、より少ない度合いで、着色した頭髪中の色の度合いを抜くか、または低下させるであろ
うことを意味する。
【００２０】
　さらに別の態様では、本発明のパーソナルケア製品のいくつかは、耐変色性を改善する
（合成的に着色した頭髪中のヘアカラーの度合いを保つ）ために、またより優れたコンデ
ィショニングを提供しながら、着色した頭髪と関連して使用されるように設計されている
。これらのパーソナルケア製品は、シャンプー、コンディショナー、コンディショニング
シャンプー、ヘアカラーおよびその同類のものを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、ヨーロッパ人の中位の茶色のバージンの頭髪束を例１および２中の調合
物で処理した後に測定された櫛梳き力を示すグラフである。
【００２２】
【図２】図２は、左から右に向かって、５、１０および１５回洗浄後のＬａｂｓｃａｎ比
色計（ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｅｒ）を使用してなされた色測定（ΔＥ（ｄｅｌｔａ　Ｅ））
を表す。
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【００２３】
【図３】図３は、繰り返し洗浄後に、どの製品が最も少なく色を低下させたかを評価する
ために聞いたパネリストの意見を表わす。
【００２４】
【図４】図４は、頭髪束を例１および２の調合物を用いて処理した後に、測定された（ピ
ーク荷重および全仕事）櫛梳き力を記載するグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、あるホスフェートエステルとポリクオタニウム化合物（「ポリクアット」と
も呼ばれる）との混合物の使用を通して、より優れたコンディショニングおよび／または
耐変色性を示す組成物、およびパーソナルケア製品を対象にする。さらに具体的に言うと
、本発明は、ポリクオタニウム化合物と脂肪アルコール基のホスフェートエステルとの混
合物を対象にし、ここで、ホスフェートエステルの脂肪アルコール基は、アルコキシル化
されていないことができるか、または、アルコキシル化されていない脂肪アルコール基と
アルコキシル化された脂肪アルコール基との混合物であることができる（本明細書中にお
いて、「ホスフェートエステル」と呼ばれる。）。同じものを含む、ポリクアットおよび
ホスフェートエステル成分、追加成分、および組成物、調合物およびパーソナルケア製品
が、本明細書中に列挙される。
【００２６】
　定義および用語
【００２７】
　本明細書中で使用されるすべてのパーセンテージおよび比は、全組成物の重量によって
おり、そして全てのなされる測定は、そうでないと記載しない限り、ほぼ室温および通常
の圧力下で行われた。本明細書中に規定される「室温」は、２２℃～２６℃の範囲の温度
である。全ての温度は、そうでないと記載しない限り、セルシウス温度である。
【００２８】
　本発明は、本発明の成分、および本明細書中に記載された他の成分または要素を含むこ
とができるか（他にも含むことができる）、または本質的になることができる。本明細書
中で使用される場合、「からなる（から成る）」は、記載された要素、または構造もしく
は機能におけるそれらの均等物、さらに記載されていない任意の他の要素（単数または複
数）を意味する。用語「有する」および「含む」はまた、反対の内容であると記載しない
限り、他にも含むことができると解釈でされる。
【００２９】
　本明細書中で使用される場合、「本質的になる（本質的に成る）」は、追加成分が、請
求項に記載された発明の基本的かつ新規な特徴を材料的に変更しない場合のみに、本発明
が、記載されたものに加えて成分を含むことができることを意味する。好ましくは、そう
した追加成分は、全く存在しないか、または微量な量でのみ存在する。しかし、（有用性
の度合いとは対照的に）化合物の有用性が維持される限り、本発明の基本的かつ新規な特
徴を材料的に変更できないであろう材料の約１０ｗｔ％まで含むことができる。
【００３０】
　本明細書中に記載された範囲は、２つの値「の間の」範囲を記載するものを含む終点を
含む。「約」、「一般的に」、「実質的に」およびその同類のもの等の用語は、絶対的で
はないが、従来技術から読み取れない、用語または値を修飾すると解される。そうした用
語は、状況により規定されるであろうし、そしてこれらの用語が修飾する用語は、当業者
により理解される。これは、最小限度において、値を測定するために使用される所与の技
術での、予想される実験的誤差、技術の誤差および器具の誤差の度合いを含む。
【００３１】
　当然のことながら、本発明による有用なホスフェートエステルおよびポリクアットの量
を記載する場合、記載された量は、なんらキャリアー、溶媒または希釈剤を計算に入れな
い、ホスフェートエステルまたはポリクアット化合物、それぞれの乾燥重量をいう。例え
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ば、ＣＲＯＤＡＦＯＳ－ＣＥＳは、約２５ｗｔ％のホスフェートエステルおよび約７５ｗ
ｔ％の脂肪アルコールを含む出願人から入手可能な材料である。脂肪アルコール溶媒の量
は、そうした組成物におけるホスフェートエステルの量を決定する際に考慮されない。さ
らにある例では、ＯＰＴＡＳＥＮＳＥ－ＣＰ６は、Ｃｒｏｄａ、Ｉｎｃ．から入手可能で
あるポリ四級（ｐｏｌｙｑｕａｒｔｅｒｎａｒｙ）材料である。この材料は、ポリ四級化
合物、ポリクオタニウム－６（約４０％）の３９ｗｔ％～４１ｗｔ％の範囲であり、残り
が溶媒またはキャリアーである。従って、最終製品におけるポリクアットの量を決定する
のに、溶媒またはキャリアーの量は、考慮されないであろう。もちろん、この材料は、特
異的なカチオン性活性を有することがまた、特徴であることができるであろう。
【００３２】
　明細書および請求項は、例えば、ある反応物またはある量の、例えば、特定のポリクア
ットを含んでいるような、シャンプーまたはコンディショナー等の最終製品またはパーソ
ナルケア製品ということができる一方で、任意の特定の記載が満足される製品と区別する
ことは困難な場合があることに留意する。しかし、最終の生産の前に使用される材料が、
例えば、その記載を満たす場合、そうした記載は満たされることができる。実際、最終製
品から直接究明できない最終製品の何らかの特性または特徴に関しては、その特性がパー
ソナルケア製品を製造するために使用される生産工程のちょうど前に記載された成分中に
ある場合には、充分である。
【００３３】
　Ｃｒｏｄａは、混合された脂肪アルコールホスフェートエステルおよびそれらの製造方
法のその開示で、Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ、Ｎｅｗ　ＪｅｒｓｅｙのＣｒｏｄａ、Ｉｎｃ．
に、２０００年９月１２日に成立したＰｅｒｅｉｒａらの米国特許第６、１１７、９１５
号明細書を、参照により本明細書中に取り込む。
【００３４】
　ホスフェートエステル
【００３５】
　ホスフェートエステルを最初に見てみると、当然のことながら、ホスフェートエステル
またはそれらの混合物は、（脂肪アルコールを製造するために使用される原料およびこれ
らの原料を製造するために使用される方法）等のそれらの由来を含む多くの因子に依存す
る複合物であることができる。
【００３６】
　したがって、あるものが、例えば、セチルアルコール基であるか、セチルアルコール基
を含むか、またはセチルアルコール基でできているという場合、これは、本発明によるホ
スフェートエステルを製造するために使用される（原料中の任意の他の脂肪アルコールの
量に比較して最も豊富である）脂肪アルコールの主要な部分がＣ１６系の脂肪アルコール
から誘導されていることを意味する。しかし、これらは、原料またはＣ１６種と共にホス
フェートエステルに転化できる原料中に存在する鎖長が異なる多くの他の脂肪アルコール
基であることができる。生じた混合物は、依然これに従って使用され、そしてセチルを含
む材料またはＣ１６材料と認定されるであろう。原料はまた、脂肪アルコールを誘導でき
る脂肪酸のグリセリドを含む油であることができる。ここでも、相対的に多量であること
は依然当てはまるであろう。
【００３７】
　同様に、例えば、Ｃ８～Ｃ２２等の鎖長の範囲に言及する場合、これは、ホスフェート
エステルを製造するために使用される脂肪アルコールの主要部分が、この鎖長の範囲の範
囲内にあるであろうことを意味する。しかし、より長くそしてより短い鎖長の材料がまた
存在でき、そしてそれぞれのホスフェートエステルに転化され、そして本発明により使用
されるであろう。
【００３８】
　アルコキシル化脂肪アルコールが使用される場合、脂肪アルコールは、例えば、「ＰＥ
Ｇ１０」であるとして、特徴付けることができ、または１０モルのエチレンオキサイドを
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含むとして特徴付けることができる。これらの２つのタイプの用語は、同意語として使用
される。当然のことながら、これは、１モルの脂肪アルコール当たりほぼ１０モルのエチ
レンオキサイドが反応混合物に加えられ、必ずしも全ての生じたアルコキシル化ホスフェ
ートエステルが、ホスフェートエステル分子当たり正確に１０分子のエチレンオキサイド
を含むとは限らないであろうことを意味する。主要部分が１０のアルコキシ基を含むであ
ろう一方、他の部分は、ホスフェートエステル分子当たり１０分子未満のエチレンオキサ
イドを含むであろうと考えられている。いずれにしても、しかし、１０モルのエチレンオ
キサイドでできたＰＥＧ１０セチルアルコールまたはセチルアルコールへの言及は、これ
らの量にあるこれらの２種の材料の反応生成物をいう。
【００３９】
　もう一つの例として、表１は、本発明のアルコキシル化されたおよび／またはアルコキ
シル化されていないホスフェートエステルを製造するために使用される脂肪アルコールの
供給元として使用できる、幾つかのＣ２０＋いくつかの通常の油中の成分の、公知のおお
よその重量パーセンテージを示す。
【００４０】
　表１
【表１】

【００４１】
　従って、ベヘニルアルコールは、菜種油、特に高いエルカ（ｅｒｕｃｉｃ）菜種油（Ｈ
ＥＡＲ油）から誘導でき、これは典型的には、重量で、４、６％のＣ２２：ｌ　アルキル
（エルカ）、１．５％のＣ２２：０　アルキル（ベヘン（ｂｅｈｅｎｉｃ））、および１
１％のＣ２０：１　アルキル（ガドレイン（ｇａｄｏｌｅｉｃ））を含む。ＨＥＡＲ油は
、水素化されて、約４８％のＣ２２：０　アルキル（ベヘン）酸を含む組成物を与えるこ
とができ、この組成物はさらに蒸留されて任意の所望のより高い濃度のＣ２２：０　アル
キル（ベヘン）を与えることができ、これは次にさらに脂肪アルコールに転化される。ア
ルコキシル化されたホスフェートエステルおよび／またはアルコキシル化されていないホ
スフェートエステルは、これらの水素化菜種油誘導アルコールまたは任意のグリセリドか
ら生成できる。脂肪アルコールに転化できるグリセリドを含む脂肪酸を含むことができる
ほかの油は、制限なく、パーム油（主要部分は、パルミチン脂肪酸および／またはオレイ
ン脂肪酸である。）、やし油（ラウリン（Ｃ１２）脂肪酸が主要部分である。）、コーン
油、綿実油、オリーブ油、ピーナッツ油、ごま油、パーム核油、サフラワー油、ヒマワリ
油、大豆油およびその同類のものを含む。もちろん、本発明の範囲にある脂肪アルコール
の任意の供給源が考えられる。
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【００４２】
　アルコキシル化されていないホスフェートエステル
【００４３】
　いくつかの態様において、ポリクアットと混合された少なくともいくらかのホスフェー
トエステルは、アルコキシル化されていない。他の態様において、アルコキシル化されて
いないホスフェートエステルのみが、ポリクアットと混合される。
【００４４】
　いくつかの態様において、ホスフェートエステルは、ホスフェート基およびＣ８～Ｃ２

２を有する鎖長の脂肪アルコール基から作られる。他の態様において、ホスフェートエス
テルは、ホスフェート基およびＣ１２～Ｃ２２の鎖長を有する脂肪アルコール基から作ら
れる。また他の態様において、ホスフェートエステルは、ホスフェート基およびＣ１２～
Ｃ１８の鎖長を有する脂肪アルコール基から作られる。脂肪アルコール誘導基は、飽和も
しくは不飽和、直鎖もしくは分枝鎖および／または置換もしくは非置換であることができ
、そして上記のように、任意の由来であることができる。
【００４５】
　いくつかの態様において、本発明のアルコキシル化されていないホスフェートエステル
は、第四級窒素を含まない。他の態様において、アルコキシル化されていないホスフェー
トエステルは、第四級窒素を含む。また他の態様において、ホスフェートエステルは、室
温で、液体であるか、または流動性を有する。
【００４６】
　一般的に、ホスフェート基は、当業者に公知のリン酸化剤から誘導される。そうした試
薬は、制限なく、５酸化リン、およびポリリン酸を含む。
【００４７】
　いくつかの態様において、使用されるアルコキシル化されていないホスフェートエステ
ルが、モノホスフェートエステルとジホスフェートエステル（実際、これらの任意の比が
使用できる。）との混合物であることが可能であり、そして実際望ましい。他の態様にお
いて、少なくとも約１０ｗｔ％のアルコキシル化されていないホスフェートエステルは、
残余がモノホスフェートエステルであるジホスフェートエステルであろう。
【００４８】
　また他の態様において、少なくとも約４０ｗｔ％のアルコキシル化されていない脂肪エ
ステルは、ジホスフェートエステルである。さらなる態様では、アルコキシル化されてい
ない脂肪エステルは、約５０ｗｔ％超のジホスフェートエステル（すなわち、アルコキシ
ル化されていないホスフェートエステルの大部分は、ジホスフェートエステルである）を
含む。
【００４９】
　（いくらかの量のジホスフェートエステルを含む）アルコキシル化されていないモノホ
スフェートエステルの例は、ＤＳＭ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ、６１
６Ｄａｙｔｏｎ　Ａｖｅ　Ａｍｅｓ、Ｉｏｗａ　５００１０；Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｉｎｃ．、２２５　Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｄｒｉｖｅ、Ｓｏｕｔｈ　Ｐｉｔｔ
ｓｂｕｒｇ、ＴＮ　３７３８０；Ｃｒｏｄａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｃｏｗｉｃｋ　Ｈａ
ｌｌ　Ｓａｎｉｔｈ　Ｇｏｏｌｅ　Ｅａｓｔ　Ｙｏｒｋｓｈｉｒｅ　ＮＡ１４　９　ＡＡ
　Ｅｎｇｌａｎｄ；およびＣｌａｒｉａｎｔ、４０００　Ｍｏｎｒｏｅ　Ｒｏａｄ、Ｃｈ
ａｒｌｏｔｔｅ、ＮＣ、２８２０５；から市販されている、それぞれ、Ａｍｐｈｉｓｏｌ
Ａ、Ｃｏｌａｆａｘ　ＣＰＥ、Ｃｒｏｄａｆｏｓ　ＭＣＡ、Ｈｏｓｔａｐｈａｔ　ＣＣｌ
００の商標名のモノセチルホスフェートエステルを含む。モノセチルホスフェートエステ
ルはまた、２２　Ｗ．Ｆｒｏｎｔａｇｅ　Ｒｏａｄ、Ｎｏｒｔｈｆｉｅｌｄ、ＩＬ　６０
０９３の、Ｃｒｏｄａｆｏｘ　ＣＰ（Ｃｒｏｄａ、Ｉｎｃ．）およびＳｔｅｐａｎ　ＣＰ
３（Ｓｔｅｐａｎ）等の混合物で入手可能である。ほかのアルコキシル化されていないホ
スフェートエステルは、ジオレイルホスフェートおよびイソステアリルホスフェートを含
む。
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【００５０】
　ジホスフェートエステル（またジホスフェートエステルとモノホスフェートエステルと
の混合物であるが、ジホスフェートエステルが豊富である。）は、米国特許第６、１１７
、９１５号明細書、およびそれらの特定の例１により製造できる。
【００５１】
　アルコキシル化されていないホスフェートエステルとアルコキシル化されたホスフェー
トエステルとの混合物
【００５２】
　いくつかの態様において、アルコキシル化されていないホスフェートエステルとアルコ
キシル化されたホスフェートエステルとの混合物は、ポリクアットと共に使用できる（す
なわち、少なくともいくらかのホスフェートエステルは、アルコキシル化されている）。
【００５３】
　いくつかの態様において、混合物は、約８～約２２炭素原子を含み、そして約１～約５
０モルのアルキレンオキサイドでアルコキシル化されているアルコキシル化脂肪アルコー
ルのモノエステルホスフェートおよびジエステルホスフェートのブレンドと混合された本
明細書中に記載されたアルコキシル化されていないホスフェートエステルを含む。他の態
様において、アルコキシル化の量は、アルコキシル化ホスフェートエステルで約１モル～
約３０モルの範囲である。また他の態様において、アルコキシル化の量は、アルコキシル
化ホスフェートエステルで約３モル～約２５モルの範囲である。
【００５４】
　いくつかの態様において、使用されるアルコキシル化されていないホスフェートエステ
ルとアルコキシル化されたホスフェートエステルとの混合物は、それぞれＣ１２～Ｃ１８

の鎖長を有し、アルコキシル化材料は、約３～約１５モルのアルコキシ基を有する。
【００５５】
　アルコキシル化ホスフェートエステルを生成するのに使用されるアルキレンオキサイド
は、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、これらのオキサイドの誘導体、または
それらの混合物であることができる。従って、生じるアルコキシ基は、エトキシ、プロポ
キシ、これらの誘導体、または両者の混合物である。
【００５６】
　アルコキシル化ホスフェートエステルのためのモノおよびジエステル比は、アルコキシ
ル化されていないホスフェートエステルで上記に記載したのと同じである。従って、いく
つかの態様において、少なくとも約１０ｗｔ％のアルコキシル化ホスフェートエステルは
、残りがモノホスフェートエステルであるジホスフェートエステルであろう。他の態様に
おいて、少なくとも約４０ｗｔ％のアルコキシル化脂肪エステルは、ジホスフェートエス
テルである。また他の態様において、アルコキシル化脂肪エステルは、５０重量％以上の
ジホスフェートエステルを含む（すなわち、アルコキシル化ホスフェートエステルの大部
分は、ジホスフェートエステルである。）。
【００５７】
　混合物中で使用されるアルコキシル化されていないホスフェートエステル中でのモノエ
ステルとジエステルとの比は、上記に記載されたのと同じである。
【００５８】
　同じまたは類似の比が考えられるが、アルコキシル化されていないホスフェートエステ
ル中でのモノホスフェートエステルのジホスフェートエステルに対する比が、アルコキシ
ル化ホスフェートエステルにおけるのと同じである必要はない。例えば、モノエステル：
ジエステルの比は、アルコキシル化されていない種での比は１：４であるが、アルコキシ
ル化された種では９：１であることができる。しかし、いくつかの態様において、アルコ
キシル化されたホスフェートエステルとアルコキシル化されていないホスフェートエステ
ルとの両方を合せたジホスフェートエステルの全量は、モノホスフェートエステルの量以
上である。また、アルコキシル化されたホスフェートエステルおよびアルコキシル化され
ていないホスフェートエステルの脂肪アルコール種が、同じ鎖長、飽和の度合い、置換、
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またはその同類のものを有する必要はない。実際、本発明の要求を満たすという条件で、
アルコキシル化されていないホスフェートエステルとアルコキシル化されたホスフェート
エステルとの任意の組み合わせを使用できる。
【００５９】
　いくつかの態様において、アルコキシル化されたホスフェートエステルとアルコキシル
化されていないホスフェートエステルとの混合物が使用される場合、アルコキシル化ホス
フェートエステルの量は、ホスフェートエステルの全量と比較して、約８０ｗｔ％を超え
ないことが好ましい。他の態様において、アルコキシル化されたホスフェートエステルと
アルコキシル化されていないホスフェートエステルとの混合物が使用される場合、アルコ
キシル化ホスフェートエステルの量は、ホスフェートエステルの全量と比較して、約６０
ｗｔ％を超えないことが好ましい。また他の態様において、アルコキシル化されたホスフ
ェートエステルとアルコキシル化されていないホスフェートエステルとの混合物が使用さ
れる場合、アルコキシル化ホスフェートエステルの量は、ホスフェートエステルの全量と
比較して、約５０ｗｔ％を超えないことが好ましい（すなわち、アルコキシル化されてい
ないホスフェートエステルの量は、ほぼ、存在するアルコキシル化ホスフェートエステル
の量以上である。）。さらなる形態では、モノホスフェートエステルの量に比較して、ジ
ホスフェートエステルの量は、該ホスフェートエステルの全量の少なくとも約４０ｗｔ％
である。実際、本明細書中に記載したように、全てのホスフェートエステルは、アルコキ
シル化されていないことができるであろう。
【００６０】
　有用である、アルコキシル化されたホスフェートエステルとアルコキシル化されていな
いホスフェートエステルとの混合物は、米国特許第６、１１７、９１５号明細書（以下’
９１５特許という）中に記載され、請求項に記載されている。１つの具体的な説明におい
て、アルコキシル化されていないラウリルホスフェートは、’９１５特許の例１中に記載
されたように生成できる。一般的に、２０００ｍＬの４つの首丸底フラスコに、１３１．
６ｇ（３．０モル）のラウリルアルコールを充填する。この材料を６５℃に加熱し、そし
て２３６ｇ（１．０モル）の５酸化リン（Ｐ２Ｏ５）を、攪拌しながら加える。混合物を
４時間反応させる。最終生成物を冷却し、そして２３４ｍｇのＫＯＨの酸値、５０．１％
のジエステル含有量および３９．８％のモノエステル含有量を有するラウリルホスフェー
トとして回収する。
【００６１】
　１モルのベヘニルアルコール当たり５モルのエチレンオキサイドを使用したアルコキシ
ル化ホスフェートエステルは、’９１５特許の例２に記載されているように生成できる。
特に、エチレンオキサイドを、１モルのベヘニルアルコール当り、５モルのエチレンオキ
サイドが加えられるまで、水酸化カリウム触媒の存在下で、５９６．８ｇのベヘニルアル
コール中にバブリングする。灰色がかった白色固体（ＰＥＧ－５ベヘニルアルコールエー
テル）が主な生成物である。４つの首フラスコを９２０．２６ｇ（３．０モル）のＰＥＧ
－５ベヘニルエーテルで充填し、そしてこの材料を６５℃に加熱し、続いて７８．９ｇの
Ｐ２Ｏ５を攪拌しながら加える。反応混合物を４時間攪拌する。最終生成物は、１２６．
５ｍｇのＫＯＨの酸値、６１％のジエステル含有量および３７．４％のモノエステル含有
量を有する、ＰＥＧ－５ベヘニルホスフェートとして回収される。
【００６２】
　これらのアルコキシル化されたホスフェートエステルとアルコキシル化されていないホ
スフェートエステルの混合系は、例えば、６０％ｗ／ｗのＰＥＧ－５ベヘニルホスフェー
トと、４０％ｗ／ｗのラウリルホスフェートとを攪拌することによって生成できる。容器
内容物を７０℃等まで加熱し、そして３０分間混合し、そして次に１６９．５ｍｇのＫＯ
Ｈの酸値を有するＰＥＧ－５ベヘニルアルコールと、ラウリルアルコールのモノホスフェ
ートとジエステルホスフェートとの混合物として回収される。’９１５特許の例３を参照
のこと。
【００６３】
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　上記に記載したアルコキシル化されていないホスフェートエステルを生成するために使
用される、脂肪アルコールおよびホスフェートは全て、本発明による有用なアルコキシル
化ホスフェートエステルを生成するために使用できる。当然のことながら、特に好ましい
態様において、アルコキシル化されたホスフェートエステルまたはアルコキシル化されて
いないホスフェートエステルのいずれも第四級窒素基を含まない。
【００６４】
　本発明による特に好ましいアルコキシル化ホスフェートエステルは、ＰＥＧ１０セチル
アルコール、ＰＥＧ５オレイルおよびＰＥＧ１０イソステアリルホスフェートエステルを
含む。
【００６５】
　本発明により使用できる特に好ましいアルコキシル化されていないホスフェートエステ
ルとアルコキシル化されたホスフェートエステルとの混合物は、Ｃｒｏｄａ、Ｉｎｃ．か
ら入手可能である、ＲＯＤＡＦＯＳ　ＣＥＳ［ここで、ＲＯＤＡＦＯＳ　ＣＥＳは、ＰＥ
Ｇ１０セチルアルコールホスフェートエステル（約１０％ｗ／ｗ）と（キャリアーとして
の約７５％ｗ／ｗのセテアリルアルコール中で混合されている飽和および直鎖のＣ１６鎖
長の脂肪アルコールの混合物である）セチルアルコールのホスフェートエステル（約１５
％ｗ／ｗ）との混合物である。］、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　ＨＣＥを含み、ここで、ＣＲＯＤ
ＡＦＯＳ　ＨＣＥは、アルコキシル化されていないジオレイルホスフェートエステル（約
４５％ｗ／ｗ）と、ＰＥＧ５オレイルホスフェートエステル（約５５％ｗ／ｗ）であり、
このアルコキシル化されていないジオレイルホスフェートエステルは、長さで１８の炭素
を有する不飽和脂肪アルコール基とＣＲＯＤＡＦＯＳ１４３５との混合物であり、このＣ
ＲＯＤＡＦＯＳ１４３５は、（大部分が飽和かつ分枝鎖であるＣ１８脂肪アルコール系基
の混合物である）アルコキシル化されていないジイソステアリルホスフェートエステル（
約４５％ｗ／ｗ）と、ＰＥＧ１０イソステアリルホスフェートエステル（約５５％ｗ／ｗ
）である）。また有用なのは、キャリアーとしてのセテアリルアルコール中で、セテス－
２０－ホスフェート（約３０％ｗ／ｗ）（および）ジセチルホスフェート（約２０％ｗ／
ｗ）からなるＣＲＯＤＡＦＯＳ　ＣＳ２０ＡＣＩＤである。それぞれの場合において、改
善された性能のために、いくらかのアルコキシル化されていないホスフェートエステルの
存在がある。
【００６６】
　製品中におけるホスフェートエステルの量
【００６７】
　いくつかの態様において、パーソナルケア製品または他の組成物もしくは調合物中にお
ける有用なホスフェートエステルの全量は、製品、組成物、または調合物の全重量と比較
して、約０．１５％～約１０％の範囲である。他の態様において、パーソナルケア製品ま
たは他の組成物もしくは調合物中における有用なホスフェートエステルの全量は、製品、
組成物、または調合物の全重量と比較して、約０．２％～約１０％の範囲である。また他
の態様において、パーソナルケア製品または他の組成物もしくは調合物中における有用な
ホスフェートエステルの全量は、製品、組成物、または調合物の全重量と比較して、約０
．５％～約５％の範囲である。
【００６８】
　ポリ四級化合物
【００６９】
　本発明のパーソナルケア製品はまた、少なくとも１種のポリクオタニウム化合物を含む
。本発明によるポリ四級化合物は、１分子当たりそれらの構造中に４つより多い第四級窒
素を含む。
【００７０】
　一般的に、これらの分子は、約４、０００～約１０百万の範囲の重量平均分子量を有す
るが；幾つかの例においては、より大きい重量平均分子量を有する。例えば、Ｐｒｏｃｔ
ｅｒ＆Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏ．に譲り受けられた、２００３年４月８日成立のＯ’Ｔｏｏｌ
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ｅらの米国特許第６、５４４、５００号明細書、および特に、欄１１、３５行～欄１２、
３４行に記載されたカチオン性コンディショニング成分の記載（参照により本明細書中に
取り込む）を参照のこと。
【００７１】
　いくつかの態様において、それらのポリクアットは、少なくとも約４、０００、典型的
には少なくとも約１０、０００、および約１０百万未満、好ましくは、約２百万以下、お
よびさらに好ましくは、約百万以下である、重量平均分子量を有する。
【００７２】
　他の態様において、ポリクアットの分子量は、約１００、０００～約２百万の範囲であ
る。また他の態様において、ポリクアットの分子量は、約４、０００～約２、０００、０
００の範囲である。またさらなる態様において、この分子量は、約３０、０００～約１、
０００、０００である。
【００７３】
　ポリクアットは、特定数の第四級窒素基（「クアット（ｑｕａｔ）含有量」とも呼ばれ
る）を有するか、または特定の分子量を有するか、または特定の組成さえ有すると記載で
きるが、当然のことながら、大部分の有機反応におけるように、変化物、副生成性物およ
び共反応物が、種々のおよび多くの場合、予測不可能な比で生じることができ、そして生
じるであろう。これらの材料に共通である称号を有して商業的に販売されることができる
場合、これらの材料の最終品質は、充分と判断されるであろう。したがって、例えば、ポ
リクオタニウム－６は、分子量およびクアット含有量を変化させた材料の分布を含むこと
ができるが、しかし、この材料をポリクオタニウム－６の名称の下で販売することが合法
である場合、この材料は資格を有する。同様に、ポリクアットの主要部分（最も大きい単
一の部分）が、この出願および／または請求項の記載に満たす場合、これらは満足される
。
【００７４】
　ポリクアットは、一般的に第四級アンモニウムまたはカチオン性アミノ部分、およびそ
れらの混合物等のカチオン性窒素含有部分を有するであろう。いくつかの態様において、
カチオン性電荷密度は、好ましくは少なくとも約０．０５ｍｅｑ／ｇ、さらに好ましくは
、少なくとも約０．５ｍｅｑ／ｇ、またさらに好ましくは、少なくとも約１．１ｍｅｑ／
ｇ、最も好ましくは、少なくとも約１．２ｍｅｑ／ｇであろう。一般的に、実用目的のた
めには、ポリクアットは、約７ｍｅｑ／ｇ未満、好ましくは約５ｍｅｑ／ｇ未満、さらに
好ましくは、約３．５ｍｅｑ／ｇ未満、またさらに好ましくは、約２．５ｍｅｑ／ｇ未満
の、カチオン性電荷密度を有するであろう。
【００７５】
　カチオン性ポリマーのカチオン性電荷密度は、ケルダール法（Ｕ．Ｓ．Ｐｈａｒｍａｃ
ｏｐｏｅｉａ－Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｔｅｓｔｓ－＜４６１＞　Ｎｉｔｒｏｇｅｎ　Ｄｅｔ
ｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ－ｍｅｔｈｏｄ　ＩＩ）を使用して決定できる。当業者は、アミノ
含有ポリマーの電荷密度が、アミノ基の等電点によって変わることができることを認識す
るであろう。電荷密度は、意図された使用のｐＨにおいて上記の限界内であることが好ま
しいであろう。水溶解度の基準を満たす限り、任意のアニオン性対イオンが、カチオン性
ポリマーのために利用できる。好適な対イオンは、ハロゲン化物（例えば、Ｃｌ、Ｂｒ、
Ｉ、またはＦ、好ましくはＣｌ、Ｂｒ、またはＩ）、サルフェート、およびメチルサルフ
ェートを含む。この列挙は排他的ではないので、他の物を用いることもできる。
【００７６】
　いくつかの態様において、窒素含有ポリクアットは、少なくとも約１００の第四級窒素
および好ましくは数１００の第四級窒素を含む。それらの重量平均分子量は、好ましくは
約３０、０００～約百万の範囲である。最大量がない一方で、本明細書中に記載された、
材料と全体的な量との比を、依然満たすことが好ましい。
【００７７】
　これらのポリクアットは、合成または天然であることができる。天然により、これはポ
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リクアットが天然の材料から誘導されていることを意味する。ポリクアットは、ポリクオ
タニウム６、ポリクオタニウム７およびその同類のもの等のアクリルアミドおよび／また
はジメチルアリルアンモニウムクロライドに基づくポリマーを含むことができる。グアー
ヒドロキシプロピルトリモニウムクロライドおよびその同類のもの等のグアーガムのポリ
マー性クオタニウムアンモニウム塩がまた挙げられる。ポリクオタニウム１０およびその
同類のもの等のセルロースのポリマー性クオタニウムアンモニウム塩がまた、考えられる
。澱粉のポリマー性クオタニウムアンモニウム塩がまた考えられる。本明細書中で説明さ
れた基準を満たすＣＴＦＡ辞書に記載されたポリクオタニウムが使用できる。さらに特に
、好ましい態様において、ポリクアットは、制限なく、ポリクオタニウム－４、ポリクオ
タニウム－５、ポリクオタニウム－６、ポリクオタニウム－７、ポリクオタニウム－１０
、ポリクオタニウム－１１、ポリクオタニウム－１５、ポリクオタニウム－１６、ポリク
オタニウム－２２、ポリクオタニウム－２４、ポリクオタニウム－２８、ポリクオタニウ
ム－０、ポリクオタニウム－３１、ポリクオタニウム－３２、ポリクオタニウム－３４、
ポリクオタニウム－３５、ポリクオタニウム－３６、ポリクオタニウム－３７、ポリクオ
タニウム－３９、ポリクオタニウム－４３、ポリクオタニウム－４４、ポリクオタニウム
－４５、ポリクオタニウム－４７、ポリクオタニウム－４８、ポリクオタニウム－４９、
ポリクオタニウム－５０、ポリクオタニウム－５２、ポリクオタニウム－５３、ポリクオ
タニウム－５４、ポリクオタニウム－５６、ポリクオタニウム－５７、ポリクオタニウム
－５８、ポリクオタニウム－６０、ポリクオタニウム－６３、ポリクオタニウム－６４、
ポリクオタニウム－６５、およびグアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロライドから
なる群から選択される。
【００７８】
　本発明により、本発明のパーソナルケア製品中に存在する最小量のポリクアット材料は
、製品の全重量と比較して、少なくとも約０．１％、またはさらに好ましくは、少なくと
も約０．３％である。最大量はないが、本明細書中に記載された、材料の比および全体的
な量が依然満たされていることが好ましい。
【００７９】
　いくつかの態様において、パーソナルケア製品において使用される場合、ホスフェート
エステルのポリクアットに対する比は、少なくとも約１．５であろう。他の態様において
、この比は、少なくとも約２であろう。また他の態様において、この比は、約４以上であ
る。約１００までの比が可能である。この比は関係のある材料の重量に基づいており、溶
媒、キャリアーまたは希釈剤を含まない。従って、存在するホスフェートエステルの量は
、一般的に、重量で、使用されるポリクアットの量を超える。
【００８０】
　本発明によりパーソナルケア製品において使用される（ホスフェートエステルおよびポ
リクアット）両者の全量は、使用される製品のタイプ、他の成分（例えば、最終製品を補
う下記の「追加成分」を参照のこと）およびその同類のものを含む多くの因子と共に変化
するであろう。
【００８１】
　一般的に、ポリクアットおよびホスフェートエステルの全量は、最終の調合物の全重量
と比較して、約０．２０％以上であり、かつ約１５％以下であろうし；好ましくは少なく
とも約０．２０％および約１０％以下；およびさらに好ましくは、最終の調合物の全重量
と比較して、約０．５％～約５％の範囲であろう。シャンプー、コンディショナー、ボデ
ィウォッシュおよびその同類のものが製造される場合、その範囲は、約０．５０％～約３
ｗｔ％である。ヘアカラーでは、一般的に使用される量は、約１ｗｔ％～約５ｗｔ％の範
囲の量より一般的に高い量の範囲であることができる。
【００８２】
　いくつかの態様において、利用されるポリクアットは、１分子当たり少なくとも１００
の第四級窒素基を有する約３０、０００～約１、０００、０００の範囲の重量平均分子量
を有する。さらに、これらの態様では、アルコキシル化ホスフェートエステルとアルコキ
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シル化されていないホスフェートエステルとの混合物があるであろうし、そしてこれらは
、大部分のパーソナルケア製品では、アルコキシル化ホスフェートエステルのアルコキシ
ル化されていないホスフェートエステルに対する比が４以上で、そしてヘアカラーでは２
以上で存在できるであろう。これらはあらゆる従来製品において使用でき、または新規な
パーソナルケア製品が基づくプラット－フォームであることができる。これらは、優れた
コンディショナーの典型となり、そして他の類似の成分の混合物にかけてさえ、より優れ
たコンディショニングを提供する。
【００８３】
　調合物
【００８４】
　図１および４に示すように、当該技術において見いだされたものに類似する調合物と比
較した場合、本発明のパーソナルケア製品は、より優れたコンディショニング特性を有す
る。例１および２において説明するように、対照調合物を、単独のポリクオタニウム化合
物、すなわち、ホスフェートエステルなしでポリクオタニウム－１０（「ＰＱ－Ｉ０」）
を使用することによって調製した。他の調合物は、クアットおよびホスフェートエステル
の両方を含んでいた。図中の０は水単独での使用から生じる湿らせた髪の櫛梳き力を表わ
す。
【００８５】
　本発明により第１の調合物を、アルコキシル化ホスフェートエステルと、アルコキシル
化されていないホスフェートエステルの混合物、さらに具体的に言うと、約４５％のジオ
レイルホスフェートと混合した約５５％のＰＥＧ－５オレイル、およびポリクオタニウム
－１０である、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　ＨＣＥを使用して調製した。
【００８６】
　本発明により第２の調合物を、ホスフェートエステルとして、約４５％のジイソステア
リルホスフェートと混合した約５５％のＰＥＧ－１０イソステアリル、およびポリクオタ
ニウム（ｑｕａｎｔｅｒｎｉｕｍ）－１０である、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　１４３５を使用し
て調製した。
【００８７】
　本発明により第３の調合物を、ジオレイルホスフェートおよびポリクオタニウム－１０
を使用して調製した。
【００８８】
　本発明により第４の調合物を、イソステアリルホスフェートおよびポリクオタニウム－
１０を使用して調製した。
【００８９】
　第１の従来技術調合物を、米国特許第５、６８３、６８３号明細書に記載されたように
第四級ホスフェートエステル、およびポリクオタニウム－１０を使用して調製した。特に
例７において、全てのホスフェートエステルとともに使用される、リノールアミドプロピ
ル－ＰＧ－ジモニウムクロライドホスフェート（Ｈ２Ｏ中３０％固体）である、Ｃｒｏｄ
ａから入手可能であるＡｒｌａｓｉｌｋ（「ＥＦＡ」とも呼ばれる）を、活性材料上での
２％重量の結合で（２％　ｂｙ　ｗｅｉｇｈｔｅｄ　ｂｏｎｄｉｎｇ）使用した。
【００９０】
　第２の従来技術調合物を、エトキシル化ホスフェートエステル、およびポリクオタニウ
ム－１０である米国特許第４、２９８、４９４号明細書中に記載されたもののようなアル
コキシル化ホスフェートエステルを使用して調製した。特に、活性基準で２％のレベルで
（ａｔ　ａ　ｌｅｖｅｌ　ｏｆ　２％　ｏｎ　ａｎ　ａｃｔｉｖｅ　ｂａｓｉｓ）使用さ
れた約１００％のオレス－３－ホスフェートである、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　Ｎ３Ａを使用し
た。
【００９１】
　第３の従来技術調合物を、エトキシル化ホスフェートエステルおよびプロポキシル化ホ
スフェートエステル、およびポリクオタニウム－１０の混合物である米国特許第４、３８
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１、２５９号明細書に記載されたもののようなアルコキシル化ホスフェートエステルを使
用して調製した。特に、活性基準で２ｗｔ％の１００％のＰＰＧ－５－セテス－１０－ホ
スフェートである、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　ＳＧを使用した。
【００９２】
　上記の調合物のコンディショニング特性は、Ｐｅｒｅｉｒａらの米国特許第６、５６２
、３２８号明細書中で一般的に記載され、そしてその中の特定の例５および６中の技術（
参照により本明細書中に取り込む。）を使用して、これらの調合物の櫛梳き力の相対的な
低下を試験することによって比較できる。これは、ヨーロッパ人の中位の茶色のバージン
の頭髪束（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈａｉｒ　Ｉｍｐｏｒｔｅｒｓ、Ｇｌｅｎｄａ
ｌｅ、ＮＹ）を使用して達成される。使用された機器は、Ｄｉａ－ｓｔｒｏｎ　ＭＴＴ　
＃１６０であった。５％ラウリル硫酸ナトリウム溶液で洗浄され、そしてすすがれた、２
グラムの重量のサンプルで、７．５インチの長さの頭髪を使用した。頭髪サンプルを、約
２ｍＬの試験材料を使用して約１分間処理した。約１分後に、束を水道水で完全にすすぎ
、そして試験した。
【００９３】
　Ｄｉａｓｔｒｏｎ　Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ引張試験機を使用して上記の調合物で何ら処理
していない湿った頭髪束の櫛梳き力を最初に測定し、次に頭髪束を、対照調合物第１の従
来技術調合物、第２の従来技術調合物、および本発明の第１のおよび第２の調合物で、そ
れぞれ処理することによって櫛梳き力の低下を測定した。次に、前記の調合物による処理
後の頭髪束の櫛梳き力の低下を、Ｄｉａｓｔｒｏｎ　Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ引張試験機を使
用して決定した。
【００９４】
　図１および４に示すように、櫛梳き力試験における低下の結果は、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　
ＨＣＥ、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　１４３５、ジオレイルホスフェート、およびイソステアリル
ホスフェートを含む本発明のシャンプー調合物による処理後に測定された櫛梳き力が、約
－２７、－３８、－３５および－１５ジュール、それぞれ（全仕事における変化）であっ
たことを示す。
【００９５】
　他方では、第１の、第２のおよび第３の従来技術調合物による処理後に測定された櫛梳
き力は、それぞれ、約１２、４および－３ジュールであった。最初の２つは、ポリクアッ
ト単独を使用したより良好であるが、依然水単独ほど良好でなかった。３番目の物は、非
常に小さい改善のみを提供した。従って、本発明のホスフェートエステルおよびポリクア
ット混合物の使用は、これらの従来技術調合物の最良のものおよび水に比較すると、櫛梳
き力の低下において、非常により優れたコンディショニングとなった。実際、１０ジュー
ルより大きい力の低下、そして、ある例では、２０ジュールより大きい低下ものより優れ
たコンディショニングを、本発明の調合物の使用により実現した。
【００９６】
　図４は、３つの前記の従来技術調合物と共に上記の本発明の４つの態様への湿った組み
合わせの評価を示す。再度、本発明の４つの態様のそれぞれは、１０ジュールより大きい
力の低下、そして、いくつかの例では、２０ジュールより大きい低下までもを確立するこ
とによって、より優れたコンディショニングを示した。さらに、図４中のピーク荷重デー
タに示されるように、ＣＲＯＤＡ　ＨＣＥ、ＣＲＯＤＡＦＯＳ　１４３５、ジオレイルホ
スフェート、およびイソステアリルホスフェートを含有する調合物は、ポリクオタニウム
－１０単独およびＣＲＯＤＡＦＯＳ　Ｎ３ＡおよびＡｒｌａｓｉｌｋを含有する調合物と
比較して、それぞれ、ピーク荷重において（約－３９、－４７、－５１、および－１５ｇ
ｍｆ、それぞれ）の低下を提供した。
【００９７】
　図２に示すように、本発明のポリクアットおよびホスフェートエステルありおよびなし
の市販されているシャンプー（Ｓｕａｖｅ）のそれぞれでの５、１０および１５回洗浄後
の、ΔＥを得た。例４を参照のこと。図２に示すように、５（ライトグレー）、１０（ダ
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ークグレー）および１５（白色）回洗浄後に、ΔＥを測定した。本発明のない同じ材料に
対し、本発明（ＨＣＥ／グアー）ではそれぞれのレベルで、より低いΔＥを示した。これ
は、ストックのＳｕａｖｅシャンプーと比較して、さらなる色を保持することを示す。
【００９８】
　パネリストの分析をまた図３に示すように得、５回洗浄後により、１１人のパネリスト
の大部分（８人）が、Ｓｕａｖｅで処理した頭髪が色を維持したと考え、一方、２人のパ
ネリストがＳｕａｖｅ＆ＨＣＥ／グアー（ポリカチオン性グアー）の方がより色が暗かっ
た（ｄａｒｋｅｒ）と思い、そして１人のパネリストがサンプル間で相違を見いださなか
った。それぞれ、ライトグレー、ダークグレーおよび白色により図中に示されている。し
かし、１０および１５回洗浄後に、全ての１１人パネリストは、１５４－２－０５、ＨＣ
Ｅ／グアーを有するＳｕａｖｅが、頭髪の合成色をさらに維持したと考えた。
【００９９】
　追加成分
【０１００】
　本発明の組成物はまた、パーソナルケア製品を製造するために使用される広範な「追加
」成分を含むことができる。化粧品およびパーソナルケア産業において、一般的に使用さ
れるいくつかの好適な種々の「追加」成分は、Ｔｈｅ　ＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉ
ｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ、（２ｎｄ　Ｅｄ．、１９９２）（参照により本
明細書中に取り込む。）に記載されている。さらに具体的に言うと、本発明のこれらのパ
ーソナルケア製品および調合物は、吸収剤、抗ニキビ剤、抗刺激剤、発汗抑制剤、アンチ
ケーキング剤、消泡剤、抗菌剤、酸化防止剤、ふけ予防剤、収斂剤、バインダー、バッフ
ァー、生物学的添加物、縮物抽出物、緩衝剤、増量剤、キレート剤、化学添加物、カップ
リング剤、コンディショナー、着色剤、化粧品収斂剤、化粧品殺生剤、変性剤、薬物収斂
剤、洗剤、分散剤、外用鎮痛薬、塗膜形性剤、発泡剤、香料成分、保湿剤、角質溶解薬、
乳白剤、ｐＨ調整剤、防腐剤、噴射剤、タンパク質、レチノイド、還元剤、金属イオン封
鎖剤、皮膚漂白剤、スキンコンディショニング剤（保湿剤、種々の、および閉塞性）、皮
膚無痛化剤、皮膚治療剤、柔軟剤、可溶化剤、滑剤、浸透剤、可塑剤、溶媒および共溶媒
、サンスクリーン添加物、塩、精油、およびビタミン等の１種または２種以上の添加物を
含むことができる。存在する場合、これらの添加物は、所望の使用および最終製品と一致
する量で提供される。
【０１０１】
　ｐＨ調整剤
【０１０２】
　好適なｐＨ調整剤の例は、水酸化ナトリウム、トリエタノールアミン、およびアミノメ
チルプロパノール、およびそれらの混合物を含む。ｐＨ調整剤が最終の製品組成物中に存
在する場合、この量は、組成物の約０．０１％～約５％、好ましくは、約０．１％～約２
ｗｔ％で変化できる。
【０１０３】
　塗膜形成剤
【０１０４】
　好適な塗膜形成剤の例は、グリセリン／ジエチレングリコールミリステートコポリマー
、グリセリン／ジエチレングリコールアジペートコポリマー、ＰＶＭ／ＭＡコポリマーの
エチルエステル、ＰＶＰ／ジメチコニル（ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｙｌ）アクリレート／ポ
リカルバミル／ポリグリコールエステル、およびそれらの混合物を含む。塗膜形成剤が最
終の製品組成物中に存在する場合、その量は、組成物の約０．１ｗｔ％～約１５．０ｗｔ
％、好ましくは、組成物の約０．１ｗｔ％～約２．５ｗｔ％で変化できる。
【０１０５】
　ビタミン
【０１０６】
　好適なビタミンの例は、アスコルビン酸、トコフェロール、トコフェロールアセテート
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、レチノイン酸、レチノール、およびレチノイドを含む。
【０１０７】
　コンディショニング剤
【０１０８】
　本発明のパーソナルケア製品は、追加のコンディショニング剤として加水分解された動
物タンパク質を含む、コンディショナーおよび／またはコンディショニングシャンプーボ
ディウォッシュ、クレンザー、ヘアカラーおよび／またはヘアリラクサーであることがで
きる。Ｃｒｏｄａ　Ｉｎｃ．は、商標名Ｃｒｏｔｅｉｎ　Ｑ－ＲＴＭの下で市販されてい
る材料の例を販売している。他の例は、これらの米国特許第４、９７６、９５３号明細書
中で記載されたもの（参照により本明細書中に取り込む。）を含む尿素、グリセロール、
およびプロポキシル化グリセロールを含む。
【０１０９】
　界面活性剤
【０１１０】
　本発明の組成物に加えて、特にシャンプーと関連して使用する場合、界面活性剤、およ
び特に、脱色しない界面活性剤は、本発明の組成物中に存在できる。これらは、制限なく
、１種または２種以上の非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面
活性剤、両性界面活性剤、両性イオンの界面活性剤、およびそれらの混合物を含むことが
できる。本発明の組成物と組み合わせて使用できるいくつかの界面活性剤としては、Ｍｃ
Ｃｕｔｃｈｅｏｎ’ｓ、Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｅｍｕｌｓｉｆｉｅｒｓ、（１
９８６）、米国特許第５、１５１、２１０号明細書、米国特許第５、１５１、２０９号明
細書、米国特許第５、１２０、５３２号明細書、米国特許第５、０１１、６８１号明細書
、米国特許第４、７８８、００６号明細書、米国特許第４、７４１、８５５号明細書、米
国特許第４、７０４、２７２号明細書、米国特許第４、５５７、８５３号明細書、米国特
許第４、４２１、７６９号明細書、米国特許第３、７５５、５６０号明細書（参照により
これらの全てを本明細書中に取り込む。）を参照のこと。
【０１１１】
　乳化剤
【０１１２】
　本発明の組成物はまた、種々の乳化剤を含むことができる。本発明の最終製品組成物に
おいて、乳化剤は、約１０％の量まで、好ましくは、組成物の約０．５ｗｔ％～約５ｗｔ
％の量で含まれることができる。好適な乳化剤の例は、ステアラミドＰＧ－ジモニウムク
ロライドホスフェート、ステアラミドエチルジモニウムエトサルフェート、ステアラミド
ジメチル（ミリスチルアセテート）アンモニウムクロライド、ステアラミドジメチルセテ
アリルアンモニウムトシラート、ステアラミドジメチルアンモニウムクロライド、ステア
ラミドジメチルアンモニウムラクテート、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリ
コール、およびそれらの混合物を含む。
【０１１３】
　増粘剤
【０１１４】
　本発明の組成物は、架橋アクリレート、非イオン性ポリアクリルアミド、キサンタンガ
ム、グアーガム、ジェランガム、およびその同類のもの、ポリアルキルシロキサン、ポリ
アリールシロキサン、およびアミノシリコーン等の種々の増粘剤をまた含むことができる
。本発明の最終製品組成物中には、増粘剤は、組成物の約１０％の量まで、好ましくは、
約０．２ｗｔ％～約５ｗｔ％の量で含まれることができる。好適な増粘ケイ素化合物の具
体例は、ポリジメチルシロキサン、フェニルシリコーン、ポリジエチルシロキサン、およ
びポリメチルフェニルシロキサンを含む。好適なケイ素化合物のいくつかは、欧州特許出
願第９５、２３８号明細書および米国特許第４、１８５、０１７号明細書（参照により本
明細書中に取り込む。）中に記載されている。本発明の組成物はまた、スタイル保持およ
びコンディショニングの両方の利益を頭髪に与えるシリコーンポリマー材料を含むことが
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できる。そうした材料は、米国特許第４、９０２、４９９号明細書（参照により本明細書
中に取り込む。）に記載されている。
【０１１５】
　着色剤
【０１１６】
　ヘアカラー例は、米国特許第４、８６５、６１８号明細書（Ｊｕｎｉｎｏら）等の特許
中に見いだすことができる。なんら限界を設けることなく、例として、本明細書中の発明
は、Ｊｕｎｉｎｏらによって開示された欄２２から始まる適用例のいずれかに取り込むこ
とができる。単に当業者は、例えば、約３％ｗ／ｗ　Ｃｒｏｄａｆｏｓ　ＨＣＥおよび０
．５％ｗ／ｗ　Ｏｐｔａｓｅｎｃｅ　ＣＰ－６（ポリクオタニウム６）を、Ｊｕｎｉｎｏ
らによって記載された適用例のいずれかにただ加えることができる。当業者に知られてい
るように、ヘアカラー（色合い）調合物は、Ｊｕｎｉｎｏらの米国特許第４、８６５、６
１８号明細書（参照により本明細書中に取り込む。）にまた記載されているように、種々
の染料、カプラー等を含む。
【実施例】
【０１１７】
　例
【０１１８】
　例１：調合物
【表２】

【０１１９】
　シャンプー試作品を調製するための手順は、それぞれのバッチで同じである。特に、容
器に水を充填し、そして攪拌を始めた。次に、ポリマー（ポリマーＪＲ－３０Ｍ）を混合
しながら加え、そしてポリマーが水中に完全に溶解するまで混合を続けた。次に、Ｉｎｃ
ｒｏｎａｍ　３０、アンモニウムラウレス－２サルフェート溶液（ＡＬＥＳ）、およびア
ンモニウムラウリルサルフェート溶液（ＡＬＳ）を攪拌しながら加えた。次に任意の追加
成分と共にホスフェートエステルを加えた。
【０１２０】
　試験が図１および４に反映されている、これらの調合物をこの例に従って調製した。ホ
スフェートエステルを全く含まない対照を除くと、残りの物は、等しいレベルのホスフェ
ートエステルを含む。全ての物を活性基準において２％で使用した。上記に記載したよう
に、使用したホスフェートエステル材料は、ジオレイルホスフェートホスフェート、イソ
ステアリルホスフェート、Ａｒｌａｓｉｌｋ　ＥＦＡ、　ＣＲＯＤＡＦＯＳ　Ｎ３Ａ、　
ＣＲＯＤＡＦＯＳ　ＳＧ、　ＣＲＯＤＡＦＯＳ　ＨＣＥ　およびＣＲＯＤＡＦＯＳ　１４
３５であった。
【０１２１】
　例２：例１の調合物の実験的湿らせた髪の櫛梳き評価
　結果：
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【表３】

【０１２２】
　ＣＲＯＤＡＦＯＳ　ＨＣＥまたはＣｒｏｄａｆｏｓ　１４３５およびポリクアットを含
むシャンプーは、卓越したほぐし（ピーク荷重における低下）および全体的なコンディシ
ョニング（全仕事における低下）を示した。
【０１２３】
　同様に、ジオレイルホスフェート／ＰＱ－１０またはイソステアリルホスフェート／Ｐ
Ｑ－１０を含む調合物は、改善されたほぐし（ピーク荷重における低下）および全体的な
コンディショニング（全仕事における低下）を示した。ジオレイルホスフェート／ＰＱ－
１０を含む調合物の性能は、Ｃｒｏｄａｆｏｓ　ＮＡ３／ＰＱ－１０、Ｃｒｏｄａｆｏｓ
　ＳＧ／ＰＱ－１０、Ｃｒｏｄａｆｏｓ　ＨＣＥ／ＰＱと比較して、改善されたほぐし（
ピーク荷重における低下）および全体的なコンディショニング（全仕事における低下）を
示し、ホスフェートエステル／ＰＱ－１０の相乗を確かめた。
【０１２４】
　例３：ヘアリラクサー組成物

【表４】

【０１２５】
　混合しながら１つの容器内で部分Ａのすべての成分を６５～７０℃に加熱した。別の容
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混合した。次に、プロピレングリコールを加え、そして部分Ｂの成分と共に６５℃～７０
℃に攪拌しながら加熱した。部分Ａおよび部分Ｂの両方が６５℃～７０℃になると、部分
Ｂをゆっくりと部分Ａに混合物が均一になるまで激しく攪拌しながら加えた。次にこの混
合物をサイドスイープミキサー（ｓｉｄｅ　ｓｗｅｅｐ　ｍｉｘｅｒ）に入れ、そして５
０℃に冷却した。５０℃で、混合物を水浴中に沈め、そして４０℃に冷却した。次に部分
の成分Ｃを、別の容器内で攪拌しながら混合し、そして室温まで冷却した。主バッチが４
０℃になると、部分ＣをＡとＢとの混合物に完全に滑らか、かつ均質になるまで続けて混
合しながらゆっくりと加えた。次に部分Ｄを、Ａ、ＢおよびＣ混合物に加えた。
【０１２６】
　例４：シャンプー中での色保護のためのヘアカラー保護シャンプー：Ｃｒｏｄａｆｏｓ
　ＨＣＥ　＆　ポリマーの評価
【０１２７】
　ユニリーバ（Ｕｎｉｌｅｖｅｒ）により販売されているスエイヴデイリークラリファイ
イングシャンプー（Ｓｕａｖｅ　Ｄａｉｌｙ　Ｃｌａｒｉｆｙｉｎｇ　ｓｈａｍｐｏｏ）
をこの評価で使用した。Ｈｅｒｃｕｌｅから２％のＣｒｏｄａｆｏｓ　ＨＣＥおよび０．
５％の活性Ａｑｕａｃａｔ　ＣＧ５１８（グアー）を、スエイヴデイリークラリファイイ
ングシャンプー（サンプル組成１５４－２－０５）に加え、ＮａＯＨ溶液を使用した後で
ｐＨを５．７１に調整した。
【０１２８】
　８つの１．５ｃｍの太い頭髪束を使用した（頭髪をＮｏｒｍａｌ　Ｂｌｅａｃｈｅｄ　
Ｈａｉｒとラベルした）。この頭髪束を、メーカーの指示書に従って、Ｌ’Ｏｒｅａｌ　
Ｓｕｐｅｒｉｏｒ　Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　５ＭＢ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｕｂｕｒｎ　Ｈａ
ｉｒ　Ｄｙｅを用いて染めた。
【０１２９】
　ヘアカラーで処理した頭髪束を、ＩｍＬのシャンプーで洗浄し、そして洗浄ごとに３０
秒間すすいだ。
【０１３０】
　髪をＬ’Ｏｒｅａｌ　ｋｉｔコンディショナーで２分間処理し、そして３０秒間すすい
だ。
【０１３１】
　全変化ｉｎ色（ΔＥ）における全変化を予め記載されたようにＨｕｎｔｅｒ　ＬａｂＳ
ｃａｎ比色計を使用して決定し、そして結果を図２中に具体的に説明した。パネル分析を
また、この例に従って処理した髪を使用して行った。図３を参照のこと。
【０１３２】
　本発明は、本明細書中に特定の態様を参照して記載されているが、当然のことながら、
これらの態様は、本発明の原理および用途を単に具体的に説明するのみである。したがっ
て、当然のことながら、多数の変更を具体的に説明した態様に行うことができ、そして付
属の請求項に規定したような本発明の精神および範囲を離れることなく他の設定を考案で
きる。
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